
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
一
号

ガ
ス
事
業
法
関
係
手
数
料
令

内
閣
は
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

１
　
ガ
ス
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表
六
の
項

上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
四
条
の
五
第
二
項
（
法
第
七
十
一
条
の
三
、
第
八
十
四
条
の
三
及
び
第
百
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
の
三
各
号
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
の
審
査
に
際
し
追
加
の
調
査
が
必
要
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
調
査
に
関
し
て
同
表
六
の
項
下
欄
に
定
め
る
金
額
を
超
え
る
特
別
の
費
用
を
要
し
た
と
き
は
、
当
該
金
額
に
当
該
調
査
に
要
し
た
実
費
の
範
囲
内
で
経
済

産
業
大
臣
が
定
め
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金
額

一
　
ガ
ス
主
任
技
術
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
万
二
千
七
百
円

二
　
ガ
ス
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
千
百
円

三
　
ガ
ス
主
任
技
術
者
免
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
千
二
百
五
十
円

四
　
法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
千
八
百
円

五
　
法
第
三
十
四
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
八
十
四
条
の
二
又
は
第
百
四
条
の
二
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
二
十
八
万
二
千
円

六
　
前
項
に
規
定
す
る
認
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
十
七
万
四
千
円

２
　
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
二
千
八
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
千
四
百
円
」
と
、
「
百
二
十
八
万
二
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
百
二
十
八
万
千
円
」
と
、
「
四
十
七
万
四
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
七
万
三
千
円
」
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
五
年
十
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
四
月
一
日
政
令
第
九
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
六
月
五
日
政
令
第
一
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
二
九
日
政
令
第
二
三
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
二
五
日
政
令
第
一
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
実
施
の
公
示
が
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
　
略

二
　
ガ
ス
主
任
技
術
者
国
家
試
験

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
二
二
日
政
令
第
一
七
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
実
施
の
公
示
が
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
　
略

二
　
ガ
ス
主
任
技
術
者
国
家
試
験

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
七
月
六
日
政
令
第
一
八
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
二
二
日
政
令
第
一
七
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
二
月
一
五
日
政
令
第
一
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
一
五
日
政
令
第
一
三
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
各
種
手
数
料
等
の
額
の
改
定
及
び
規
定
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
九
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
実
施
の
公
示
が
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
及
び
二
　
略
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三
　
ガ
ス
主
任
技
術
者
国
家
試
験

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第
三
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
〇
日
政
令
第
四
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
実
施
の
公
示
が
さ
れ
た
ガ
ス
主
任
技
術
者
国
家
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
日
政
令
第
三
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
ガ
ス
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
元
年
政
令
第
三
十
七
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
ガ
ス
用
品
に
つ
い
て
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
九
条
の
三
の
検
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
二
日
政
令
第
五
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
五
日
政
令
第
四
九
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
四
日
政
令
第
七
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
七
日
政
令
第
二
五
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
一
五
日
政
令
第
五
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
四
月
三
日
政
令
第
九
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
ガ
ス
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
八
年
政
令
第
九
十
八
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
ガ
ス
用
品
に
つ
い
て
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
九
条
の
三
の
検
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
四
日
政
令
第
六
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
政
令
第
九
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
二
日
政
令
第
四
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
四
日
政
令
第
五
七
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
三
日
政
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
第
五
号
施
行
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
政
令
第
一
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
一
五
日
政
令
第
三
六
一
号
）
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こ
の
政
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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